
松江市告示第 228 号 

 

 松江市老朽空き家除却支援事業補助金交付要綱（令和 2 年松江市告示第 202 号）の一部を次

のように改正する。 

 

令和 5 年 3 月 31 日 

松江市長  上 定 昭 仁      

 

次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分は、これに対応する改正後欄に掲

げる規定の下線を付した部分のように改め、改正前欄に掲げる規定で改正後欄にこれに対応す

るものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる規定で改正前欄にこれに対応す

るものを掲げていないものは、これを加える。 

改正後 改正前 

(事前調査) (事前調査) 

第 6 条 略 第 6 条 略 

(1)～(4) 略 (1)～(4) 略 

(5) 前各号に掲げるもののほか市長が必

要と認める書類 

(5) その他         市長が必

要と認める書類 

2・3 略 2・3 略 

(   交付の申請) (補助金交付の申請) 

第 7 条 略 第 7 条 略 

(1)～(12) 略 (1)～(12) 略 

(13) 松江市税の滞納がないことが分か

る証明書 

(13) 市税  の滞納がない旨を証明す

る書類  

(14) 暴力団員等該当性の照会に係る同

意書 

 

(15) 前各号に掲げるもののほか市長が

必要と認める書類 

(14) その他         市長が

必要と認める書類 

2 略 2 略 

(実績報告) (実績報告) 

第 8 条 略 第 8 条 略 

(1)～(3) 略 (1)～(3) 略 



(4) 産業廃棄物管理票(マニフェスト)の

写し及び集計表 

 

(5) 前各号に掲げるもののほか市長が必

要と認める書類 

(終期) 

第 9 条 この要綱の終期は、令和 6 年 3 月 31

日までとする。 

第 10 条 略 

(4) その他         市長が必

要と認める書類 

 

 

 

第 9 条 略 

 

附 則 

この告示は、令和 5 年 4 月 1 日から施行する。 


